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❷
意
見
交
換
会

　

施
策
な
ど
に
つ
い
て
町
民
か
ら
直
接
意

見
を
聴
く
手
段
で
、
町
民
と
町
、
ま
た
は

町
民
同
士
が
対
等
な
立
場
で
意
見
を
交
換

し
、
そ
の
意
見
交
換
の
内
容
を
意
思
決
定

の
参
考
に
す
る
も
の
で
す
。

❸
附
属
機
関
等
の
設
置

　

町
は
、
専
門
的
知
識
に
基
づ
く
審
議
や

個
人
の
知
識
、
経
験
に
基
づ
く
提
言
が
必

要
な
場
合
に
、
附
属
機
関
等
を
設
置
し
ま

す
。
こ
の
際
、
幅
広
く
人
材
を
登
用
し
な

が
ら
透
明
性
の
高
い
運
営
を
行
う
た
め
、

附
属
機
関
等
の
設
置
目
的
、
性
格
な
ど
を

勘
案
し
た
上
で
、
委
員
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
公
募
に
よ
り
選
考
す
る
よ
う
努
め
ま

す
。

　

ま
た
、
委
員
の
公
募
に
つ
い
て
は
、
一

定
の
ル
ー
ル
を
定
め
ま
す
。

❹
政
策
提
案
手
続

　

政
策
提
案
手
続
は
、
町
民
が
自
発
的
に

政
策
を
提
案
し
、
提
案
を
受
け
た
町
は
施

策
な
ど
の
立
案
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

　

政
策
提
案
は
、
町
が
年
に
２
回
提
案
の

機
会
を
設
け
ま
す
。
政
策
を
提
案
す
る
場

合
は
、
50
人
以
上（
20
歳
以
上
の
町
民
）の

署
名
を
添
え
て
代
表
者
が
提
案
書
を
提
出

し
ま
す
。

❺
そ
の
他

　

❶
〜
❹
の
他
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
公
聴
会
な
ど
も
考
え
ら

菊
陽
町
町
民
参
画
・
協
働
推
進
条
例
を
制
定
し
ま
し
た

協働

条
例
は
「
情
報
共
有
」、「
町
民
参
画
」、「
協

働
」
の
３
つ
の
柱
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す

情
報
共
有

　
「
町
民
参
画
」
と
「
協
働
」
を
進
め
て

い
く
た
め
に
は
、
町
か
ら
町
民
の
皆
さ
ん

へ
情
報
を
分
か
り
や
す
く
お
知
ら
せ
し
、

多
く
の
町
民
の
皆
さ
ん
が
町
政
や
ま
ち
づ

く
り
に
興
味
を
持
ち
、
参
画
し
て
い
た
だ

く
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

　

条
例
の
中
で
、
情
報
共
有
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
定
め
て
い
ま
す
。

第
３
条
第
１
項

　

町
民
参
画
及
び
協
働
は
、
町
民
と
町
そ
れ

ぞ
れ
が
有
す
る
情
報
を
共
有
し
、
と
も
に
学

び
合
い
、
相
互
理
解
を
深
め
な
が
ら
行
う
も

の
と
す
る
。

第
４
条
第
２
項

　

町
は
、
町
民
が
自
ら
町
政
に
つ
い
て
考
え
、

町
民
参
画
を
し
や
す
い
よ
う
、
町
の
施
策
等

に
関
す
る
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
公
開
し
、

説
明
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
６
条
第
１
項

　

町
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
情
報
を
収

問 

総
合
政
策
課　

行
財
政
改
革
推
進
係　

☎（
２
３
２
）２
１
１
２

　

第
５
期
菊
陽
町
総
合
計
画
の
基
本
理
念

は
「
一
人
ひ
と
り
が
知
恵
を
出
し
、
心
が

触
れ
合
い
、
活
力
あ
る
、
協
働
の
ま
ち
づ

く
り
を
目
指
し
ま
す
」
で
あ
り
、
４
つ
の

ま
ち
づ
く
り
の
目
標
の
一
つ
に
「
み
ん
な

で
協
働
し
て
支
え
る
ま
ち
」
を
、
８
つ
の

施
策
の
大
綱（
施
策
分
野
）の
一
つ
に
「
町

民
と
行
政
が
協
働
で
つ
く
る
ま
ち
づ
く

り
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
町
民
と

行
政
が
協
働
で
つ
く
る
ま
ち
づ
く
り
」
を

推
進
す
る
た
め
の
「
菊
陽
町
町
民
参
画
・

協
働
推
進
条
例
案
」
が
町
議
会
12
月
定
例

会
で
可
決
さ
れ
、
成
立
し
ま
し
た
。

　

こ
の
条
例
は
、
菊
陽
町
協
働
の
仕
組
み

づ
く
り
検
討
委
員
会
か
ら
の
提
言
や
町
民

の
皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
意
見
な
ど
を

踏
ま
え
て
策
定
し
た
も
の
で
、「
情
報
共

有
」、「
町
民
参
画
」、「
協
働
」
に
関
す
る

基
本
的
な
事
項
を
定
め
、
町
民
の
皆
さ
ん

と
町
が
信
頼
関
係
を

築
き
、
住
み
よ
い
ま

ち
を
つ
く
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
条
例

と
施
行
規
則
は
、
平

成
25
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
し
ま
す
。

集
及
び
整
理
し
、
町
民
の
意
向
を
積
極
的
に

把
握
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
６
条
第
２
項

　

町
は
、
町
の
保
有
す
る
情
報
を
積
極
的
に

公
開
し
、提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
６
条
第
３
項

　

町
民
は
、
地
域
に
関
心
を
持
ち
、
ま
ち
づ

く
り
に
関
す
る
情
報
を
発
信
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

町
民
参
画

　

こ
の
条
例
で
は
、「
町
民
参
画
」
を
「
町

の
施
策
の
立
案
、
意
思
決
定
、
評
価
な
ど

の
過
程
に
お
い
て
、
広
く
町
民
の
意
見
を

反
映
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
町
民

が
町
政
に
主
体
的
に
参
加
し
、
関
わ
る
こ

と
を
い
う
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
の
知
識
、
経
験
を
生
か

し
て
町
政
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
さ
ま

ざ
ま
な
施
策
が
充
実
し
た
も
の
と
な
る
よ

う
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

こ
の
条
例
で
は
、
町
民
参
画
に
つ
い
て

の
町
の
責
務
、
町
民
の
責
務
を
次
の
よ
う

に
定
め
て
い
ま
す
。

第
４
条
第
１
項

　

町
は
、
町
民
参
画
の
機
会
を
積
極
的
に
設

け
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
４
条
第
２
項

　

町
は
、
町
民
が
自
ら
町
政
に
つ
い
て
考
え
、

町
民
参
画
を
し
や
す
い
よ
う
、
町
の
施
策
等

に
関
す
る
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
公
開
し
、

説
明
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
５
条
第
１
項

　

町
民
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
自
ら
の

責
任
と
役
割
を
自
覚
し
、
参
画
す
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

第
５
条
第
２
項

　

町
民
は
、
町
民
相
互
の
自
由
な
発
言
を
尊

重
し
、
主
体
的
か
つ
民
主
的
な
町
民
参
画
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
５
条
第
３
項

　

町
民
は
、
特
定
の
個
人
及
び
団
体
の
利
益

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
せ
ず
、
町
民
全
体
の

利
益
を
考
慮
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
参
画

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
町
民
参
画
手
続

　

町
民
の
皆
さ
ん
が
町
民
参
画
す
る
場
合

に
、
そ
の
参
画
の
方
法
と
し
て
、
次
の
よ

う
な
「
町
民
参
画
手
続
」
が
あ
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
施
策
な
ど
の
性
格
、
内
容
に

よ
り
効
果
的
な
方
法
を
選
択
し
て
実
施
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

❶
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続

　

施
策
な
ど
の
案
を
公
表
し
、
そ
の
案
に

対
し
て
町
民
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
な
ど

を
考
慮
し
て
意
思
決
定
を
行
う
た
め
の
手

続
き
で
す
。
ま
た
、
町
民
か
ら
提
出
さ
れ

た
意
見
な
ど
や
そ
れ
に
対
し
て
町
が
検
討

し
た
結
果
を
公
表
し
ま
す
。

れ
ま
す
。

■
町
民
参
画
の
対
象

　

町
が
次
の
よ
う
な
施
策
な
ど
を
実
施
し

よ
う
と
す
る
場
合
は
、
町
民
参
画
手
続
を

行
い
ま
す
。

❶
町
の
基
本
構
想
、
基
本
計
画
や
基
本
的

な
事
項
を
定
め
る
計
画
な
ど
の
策
定

例
男
女
共
同
参
画
推
進
計
画
、
高
齢
者
保

健
福
祉
計
画
、
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
な
ど

❷
町
の
基
本
方
針
を
定
め
る
条
例
や
規
則
、

町
民
の
皆
さ
ん
に
義
務
を
課
し
、
ま
た

は
権
利
を
制
限
す
る
条
例
、
規
則
な
ど

の
制
定
・
改
廃

例
行
政
手
続
条
例
、
情
報
公
開
条
例
、
文

化
財
保
護
条
例
、
保
育
所
に
お
け
る
保

育
に
関
す
る
条
例
な
ど

❸
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
広
く
意
見
を
求
め

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
施
策
の
実
施

例
大
型
公
共
施
設
の
建
設
、
行
政
評
価
な

ど

町
民
と
行
政
が
協
働
で
つ
く
る
ま
ち
づ
く
り

町
民
参
画
手
続
を
行
う
対
象
、
実
施

方
法
と
そ
の
時
期
の
決
定

（
町
長
を
本
部
長
と
す
る
町
民
参
画

推
進
本
部
で
決
定
）

町
民
参
画
の
方
法
や
時
期
な
ど
の

公
表

提
出
さ
れ
た
意
見
や
提
案
な
ど
を
踏

ま
え
て
町
の
施
策
な
ど
を
検
討

検
討
の
結
果
、
施
策
な
ど
の
決
定
。

意
見
の
内
容
、
検
討
結
果
を
公
表

町
民
参
画
手
続
の
実
施

■
町
民
参
画
手
続
き
の
主
な
流
れ

｢

協
働
の
仕
組
み
づ
く
り
検
討
委
員
会｣

（
学
識
者
、
団
体
推
薦
、
公
募
委
員
な
ど
）

意見書
の提出

町
区
長
会
と
の

意
見
交
換
会

パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
メ
ン
ト
手
続

町
議
会
で
可
決

提言書（条例
素案）の提出

■
条
例
制
定
ま
で
の
主
な
経
過

条
例

条
例
案

条
例
原
案

町（
調
整
し
原
案
を
策
定
）

「住民ワークショップ」
（公募町民14人）

「コミュニティ検討委員会」
（小学校区および団体推薦）

「職員プロジェクトチーム」
（関係課推薦および公募職員）

▲町民参加によるワークショップ
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じ
て
自
由
な
議
論
を
す
る
町
民
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
14
条
第
２
項

　

町
は
、
町
民
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
参
画
及

び
協
働
を
推
進
す
る
た
め
学
習
の
機
会
を
確

保
す
る
た
め
、
出
前
講
座
を
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

■
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
役
割

　
「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
は
、「
区
ま

た
は
自
治
会
を
は
じ
め
と
し
た
、
地
縁
を

主
な
つ
な
が
り
と
す
る
町
民
同
士
が
自
主

的
に
参
加
し
、
そ
の
総
意
と
協
力
に
よ
り
、

住
み
よ
い
地
域
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
構
成
し
た
集
団
の
こ
と
を
い

う
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
地
域
づ
く
り
で
は
、
地
域

の
こ
と
は
ま
ず
地
域
で
考
え
解
決
し
て
い

く
、
と
い
う
住
民
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
が

重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
か
ら
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
町
民
相

互
の
つ
な
が
り
を
強
く
し
て
、
安
全
・
安

心
な
地
域
づ
く
り
に
努
め
る
よ
う
定
め
て

い
ま
す
。

■
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進

　

こ
の
条
例
で
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
」
を
「
町
民
が
自
発
的
に
行
う
地
域
の

た
め
の
活
動
を
い
う
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

安
全
・
安
心
で
住
み
よ
い
地
域
社
会
を

築
い
て
い
く
た
め
に
、
町
民
一
人
一
人
が

ま
ち
づ
く
り
の
主
役
で
あ
る
と
い
う
認
識

　
協
働

■
協
働
の
原
則

　

こ
の
条
例
で
、｢

協
働
と
は
、
共
通
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
町
民
と
町
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
に
基
づ
き
、
連

携
協
力
す
る
こ
と｣

と
定
義
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
協
働
の
原
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
て
い
ま
す
。

第
13
条

　

町
民
と
町
は
、
公
共
的
な
課
題
解
決
を
図

る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
の
下
、
相

互
協
力
に
よ
る
日
常
的
な
協
働
を
進
め
る
も

の
と
す
る
。

■
学
習
の
場

　

参
画
と
協
働
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、

ま
ち
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

そ
こ
で
、
町
民
同
士
や
町
と
学
び
を
通
じ

た
議
論
を
行
う
た
め
の
町
民
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
出
前
講
座
の
実
施
を
学
習
の
場

と
し
て
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

第
14
条
第
１
項　

　

町
は
、
町
民
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
参
画
及

び
協
働
を
推
進
す
る
た
め
、
町
や
地
域
の
課

題
、
問
題
点
等
の
抽
出
や
解
決
方
法
に
つ
い

て
、
町
民
と
町
又
は
町
民
同
士
が
学
び
を
通

を
持
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
自
主
的

に
参
加
し
、
協
力
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
町
民
が
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
動

か
す
原
動
力
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ

の
活
動
を
継
続
的
か
つ
安
定
し
て
行
え
る

よ
う
に
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
大
切
に

守
り
育
て
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
す
。

第
16
条
第
１
項　

　

町
民
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
へ
の
理
解

を
深
め
、
そ
の
活
動
に
自
主
的
に
参
加
し
、

及
び
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
16
条
第
２
項

　

町
民
は
、
自
ら
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
担

い
手
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
守
り
育
て
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

■
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
な
ど
へ
の
支
援

　

町
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
促
進
す

る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。
町
の
支
援
は
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
主
体
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
支
援

す
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
自
主
性
、
自
立
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ

う
に
、「
自
主
性
及
び
自
立
性
を
尊
重
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。

※

「
菊
陽
町
町
民
参
画
・
協
働
推
進
条
例
」

と
「
菊
陽
町
町
民
参
画
・
協
働
推
進
条

例
施
行
規
則
」
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

協働の領域のイメージ

条例で想定している範囲

町民の活動範囲町の活動範囲

Ｑ町民参画や協働はどうして必要なのですか？

　まず、一つに「町民ニーズの多様化、高度化」があります。人口の増加や町民の求める行政ニー
ズの多様化、高度化により、町はそのニーズ全てに応えていくことは困難です。町は必要な情報を
町民へ提供し、町民の持つ知恵や経験をまちづくりに生かしていく仕組みが必要になっています。
　次に、「地方分権の進展」があります。それぞれの地域の特性にあった行政運営を進めて行く必
要がありますが、それには地域を一番よく知っている町民の意見を聞いて、行政運営を進めていく
ことが重要となってきます。
　また、「事業の選択」ということもあります。限られた財源では、事業に優先度を付け、選択し
ていかなければなりません。この事業の選択をするときには、町から的確な情報を提供し、できる
だけ多くの町民が納得して選択できるような仕組みが必要となっています。
　さらに、「参画意欲の拡大」ということがあります。これまでは、町民が町政に参画するのは投
票による間接的な参画がほとんどでしたが、町民が持つさまざまなノウハウや知識を活用して町に
参画していきたいという参画意欲の高まりもあります。このような参画意欲の高まりを生かす仕組
みも必要となっています。

Ｑこの条例で何がどう変わるのですか？

　これまでも協働のまちづくりを進めてきましたが、条例などで特に明文化したものはありません
でした。条例の制定により、まず町は積極的に情報を町民へ提供することになります。そして提供
した情報について町民からの多くの意見を広く聞くことになります。
　次に、町民が町政に参画する機会が増えることになります。特に、これまであまり実施していな
かったパブリック・コメント手続や新たな手法として政策提案手続の規定などにより参画の幅が広
がります。
　さらに、協働については、町民のコミュニティ活動への参加協力や町のコミュニティ活動などへ
の支援を規定しており、コミュニティ活動の活性化が図られることになります。

ズ
Ａ

で
Ａ

Ｑ学習の場として「町民ワークショップ」とありますが、どういうものですか？

　共同作業をとおして、町民同士の自由な議論を目的とする集まりをいいます。町民が受け身では
なく主体的に検討作業を行い、町民同士の自由な議論をもとに多様な意見が出されることから、町
民意識の向上を図ることが期待されます。ワークショップの方法はいろいろありますが、グループ
を作り、そのグループ内で作業をしたり、自由な意見を出し合ったりし、グループでまとまった意
見を会全体へ出し、意見の交換を行う方法などがよく行われます。

な
Ａ

Ｑ「パブリック・コメント手続」とは、具体的にはどのような手続きですか？

　町ホームページや「広報きくよう」などで町が施策案（計画や条例など）を公表し、その案につい
て町民から意見を募集します（募集期間30日以上）。そして提出された意見についての町の考え方
を整理し、意見を取り入れて施策案を修正したり、施策を進める上で参考としたりします。提出さ
れた意見や意見に対する町の考え方などは町ホームページなどで公表します。

て
Ａ

❶
町主体

町の責任と主体性
により独自に行う
領域

❷
町主導

町の主体性のもと
町民の協力や参加
を得て行う領域

❸
町・住民

町と町民が連携・
協力して行う領域

❹
町民主導

町民の主体性のも
とに町の協力を得
て行う領域

❺
町民主体

町民の責任と主体
性により独自に行
う領域

菊陽町町民参画・協働推進条例　Ｑ＆Ａ
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